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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアロゾル形成材料および前記エアロゾル形成材料の周りにありかつそれと接触するた
ばこ含有ラッパーを含むエアロゾル形成基体であって、前記ラッパーが、前記ラッパーの
総重量の約５重量％～約３０重量％のエアロゾル形成体含有量を有する、エアロゾル形成
基体と、
　前記エアロゾル形成基体の上流の可燃性熱源と、
　前記ラッパーの少なくとも一部分の周りにありかつそれと接触する、熱伝導性要素と、
を備える、エアロゾル発生物品。
【請求項２】
　前記熱伝導性要素が、前記可燃性熱源の少なくとも後方部分および前記ラッパーの少な
くとも前方部分の周りにあり、かつそれらと接触する、請求項１に記載のエアロゾル発生
物品。
【請求項３】
　前記可燃性熱源の後端面と前記エアロゾル形成基体との間に不燃性の実質的に不通気性
のバリアをさらに備える、請求項１または２に記載のエアロゾル発生物品。
【請求項４】
　前記可燃性熱源がブラインド可燃性炭素質熱源である、請求項１～３のいずれか一項に
記載のエアロゾル発生物品。
【請求項５】
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　エアロゾル形成材料および前記エアロゾル形成材料の周りにありかつそれと接触するラ
ッパーを含むエアロゾル形成基体であって、前記ラッパーが、前記ラッパーの総重量の約
５重量％～約３０重量％のエアロゾル形成体含有量を有する、エアロゾル形成基体と、
　前記ラッパーの少なくとも一部分の周りにあり、かつそれと接触し、サセプタである、
熱伝導性要素と、を備える、エアロゾル発生物品。
【請求項６】
　前記ラッパーがたばこ含有ラッパーである、請求項５に記載のエアロゾル発生物品。
【請求項７】
　前記ラッパーが、前記ラッパーの総重量の少なくとも約１０重量％のエアロゾル形成体
含有量を有する、請求項１～６のいずれか一項に記載のエアロゾル発生物品。
【請求項８】
　前記ラッパーが、前記ラッパーの総重量の約２０重量％以下のエアロゾル形成体含有量
を有する、請求項１～７のいずれか一項に記載のエアロゾル発生物品。
【請求項９】
　前記エアロゾル形成体が一つ以上の多価アルコールを含む、請求項１～８のいずれか一
項に記載のエアロゾル発生物品。
【請求項１０】
　前記エアロゾル形成体がグリセリンを含む、請求項９に記載のエアロゾル発生物品。
【請求項１１】
　前記熱伝導性要素が金属箔および金属合金箔のうち一方または両方を含む、請求項１～
１０のいずれか一項に記載のエアロゾル発生物品。
【請求項１２】
　前記熱伝導性要素がアルミ箔を含む、請求項１１に記載のエアロゾル発生物品。
【請求項１３】
　前記エアロゾル形成基体がたばこ材料を含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載の
エアロゾル発生物品。
【請求項１４】
　請求項５に記載のエアロゾル発生物品と、
　変動または交流電磁場を生成するためのインダクタを備える、電気的に作動するエアロ
ゾル発生装置と、を備える、エアロゾル発生システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エアロゾル形成基体および熱伝導性要素を備えるエアロゾル発生物品に関連
する。ある特定の例では、本発明は、可燃性熱源と、可燃性熱源の下流のエアロゾル形成
基体と、可燃性熱源の少なくとも後方部分およびエアロゾル形成基体の少なくとも前方部
分を囲む熱伝導性要素と、を備えるエアロゾル発生物品に関連する。その他の例では、本
発明は、エアロゾル形成基体および熱伝導性要素を備えるエアロゾル発生物品に関連し、
熱伝導性要素は、変動または交流電磁場を生成するためのインダクタを備える電気的に作
動する装置によって加熱されることが可能なサセプタである。
【背景技術】
【０００２】
　たばこ材料が燃焼するよりはむしろ加熱される多くの喫煙物品が、当技術分野において
提唱されてきた。このような「加熱式」喫煙物品の一つの目的は、従来の紙巻たばこにお
けるたばこの燃焼および熱分解によって生成されるタイプの公知の有害な煙成分を低減す
ることである。
【０００３】
　加熱式喫煙物品では通常、エアロゾルは、熱源、例えば、化学的、電気的または可燃性
熱源から、熱源の内部、周囲、または下流に位置しうるたばこ材料を含む物理的に分離さ
れたエアロゾル形成基体に熱を伝達することにより生成される。
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【０００４】
　加熱式喫煙物品の一つの種類では、可燃性炭素質熱源から可燃性炭素質熱源の下流に位
置するたばこ材料を含む物理的に分離されたエアロゾル形成基体への熱伝達によりエアロ
ゾルが生成される。使用時に、揮発性化合物は可燃性炭素質熱源からエアロゾル形成基体
への熱伝達によってたばこ材料から放出され、喫煙物品を通して引き込まれた空気中に混
入される。放出された化合物が冷えるにつれて、これらは凝結してユーザーによって吸入
されるエアロゾルを形成する。
【０００５】
　こうした加熱式喫煙物品において、エアロゾルを得るのに、可燃性炭素質熱源からエア
ロゾル形成基体への伝導性熱伝達を確保するために、加熱式喫煙物品の可燃性炭素質熱源
の少なくとも後方部分およびエアロゾル形成基体の少なくとも前方部分の周りに、熱伝導
性要素を含めることは公知である。例えば、ＷＯ－Ａ２－２００９／０２２２３２号は、
可燃性炭素質熱源、可燃性熱源の下流のエアロゾル形成基体、ならびに可燃性炭素質熱源
の後方部分およびエアロゾル形成基体の隣接する前方部分の周りにあり、かつそれらと直
接接触する熱伝導性要素を備える喫煙物品を開示している。使用時に、可燃性炭素質熱源
の燃焼の間に生成された熱は、当接する可燃性炭素質熱源の下流端および熱伝導性要素を
通じる伝導によって、エアロゾル形成基体の前方部分の周辺部に伝達される。
【０００６】
　加熱式喫煙物品の別のタイプにおいて、エアロゾルはサセプタからたばこ材料を含むエ
アロゾル形成基体への熱の伝達によって生成される。使用時に、渦電流は、物理的に分離
された誘導加熱装置内の誘導源によって生成された交流電磁場によってサセプタ内に誘発
される。熱は、抵抗損失によってサセプタ内に生成される（ジュール加熱）。熱はまた、
ヒステリシス損失によってサセプタ内に生成されてもよく、ここにおいて、サセプタは磁
性である。揮発性化合物は、サセプタからエアロゾル形成基体への熱伝達によってたばこ
材料から放出され、喫煙物品を通して引き込まれた空気中に混入される。放出された化合
物が冷えるにつれて、これらは凝結してユーザーによって吸入されるエアロゾルを形成す
る。
【０００７】
　たばこ材料が燃焼するよりはむしろ加熱される加熱式喫煙物品において、エアロゾル形
成基体において達成される温度は、知覚的に許容されるエアロゾルを生成する能力に顕著
な影響を及ぼす。たばこ材料の加熱が主に、エアロゾル形成基体の周辺部への伝導性熱伝
達によって起こる加熱式喫煙物品において、エアロゾル形成基体内に達成される温度は、
吸い始めの間にたばこ材料から十分な揮発性化合物を放出して、容認できるエアロゾルを
生成するために十分に高くなくてもよい。これは、ユーザーへのエアロゾル送達の一貫性
に不利に影響を及ぼしうる。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明によると、エアロゾル形成材料、およびエアロゾル形成材料の周りにあり、かつ
それと接触するラッパーを含み、ラッパーは、ラッパーの総重量の約５重量％～約３０重
量％のエアロゾル形成体含有量を有する、エアロゾル形成基体と、ラッパーの少なくとも
一部分の周りにあり、かつそれと接触する熱伝導性要素と、を備える、エアロゾル発生物
品が提供される。
【０００９】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、伝導によりエアロゾル形成基体の周辺部に熱を伝
達するためのラッパーの少なくとも一部分の周りにあり、かつそれと接触する熱伝導性要
素を備える。
【００１０】
　ラッパーは、エアロゾル形成材料と間接的に接触してもよい。
【００１１】
　本明細書に使用される場合、「間接的に接触」という用語は、二つの構成要素の間に置
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かれた一つ以上の中間材料を介するため、二つの構成要素の表面が互いに触れ合っていな
い、二つの構成要素間の接触を意味するために使用される。
【００１２】
　ラッパーは、エアロゾル形成材料と直接接触することが好ましい。
【００１３】
　本明細書に使用される場合、「直接接触」という用語は、中間材料が何もなく、二つの
構成要素の表面が互いに触れ合っている、二つの構成要素間の接触を意味するために使用
される。
【００１４】
　本発明によるエアロゾル発生物品のエアロゾル形成基体のエアロゾル形成材料の周りに
あり、かつそれと接触するラッパーの総重量の約５重量％～約３０重量％のエアロゾル形
成体含有量を有するラッパーを含めることにより、有利には、エアロゾル形成材料、およ
びエアロゾル形成材料の周りにあり、かつそれと接触するラッパーを含むエアロゾル形成
基体を備えるエアロゾル発生物品であって、ラッパーがラッパーの総重量の約５重量％～
約３０重量％のエアロゾル形成体含有量を有さないエアロゾル発生物品に関して得られる
吸煙間のエアロゾル送達よりも、より一貫したエアロゾル送達がもたらされる。
【００１５】
　具体的には、本発明によるエアロゾル発生物品のエアロゾル形成基体のエアロゾル形成
材料の周りにありかつそれと接触するラッパーの総重量の約５重量％～約３０重量％のエ
アロゾル形成体含有量を有するラッパーを含めることにより、有利には、エアロゾル形成
材料、およびエアロゾル形成材料の周りにありかつそれと接触するラッパーを含むエアロ
ゾル形成基体を備えるエアロゾル発生物品であって、ラッパーが、ラッパーの総重量の約
５重量％～約３０重量％のエアロゾル形成体含有量を有さないエアロゾル発生物品と比較
して、初期段階および最終段階の吸煙におけるエアロゾル送達の増大がもたらされる。
【００１６】
　初期段階の吸煙におけるエアロゾル送達を増大することによって、本発明によるエアロ
ゾル発生物品のエアロゾル形成基体のエアロゾル形成材料の周りにありかつそれと接触す
るラッパーの総重量の約５重量％～約３０重量％のエアロゾル形成体含有量を有するラッ
パーを含めることにより、有利には、知覚的に受容可能なエアロゾルを生成するための、
ユーザーがエアロゾル発生物品の使用を開始した後に必要とされる時間の長さが短縮され
る。
【００１７】
　エアロゾル形成基体のエアロゾル形成材料の周りにありかつそれと接触するラッパーの
総重量の約５重量％～約３０重量％のエアロゾル形成体含有量を有するラッパーを含める
ことにより、また、有利には、エアロゾル形成材料、およびエアロゾル形成材料の周りに
ありかつそれと接触するラッパーを含むエアロゾル形成基体を備えるエアロゾル発生物品
であって、ラッパーが、ラッパーの総重量の約５重量％～約３０重量％のエアロゾル形成
体含有量を有さないエアロゾル発生物品と比較して、本発明によるエアロゾル発生物品の
初期段階の臭味が改善されうる。具体的には、本発明によるエアロゾル発生物品のエアロ
ゾル形成基体のエアロゾル形成材料の周りにありかつそれと接触するラッパーの総重量の
約５重量％～約３０重量％のエアロゾル形成体含有量を有するラッパーを含めることによ
り、有利には、エアロゾル形成材料、およびエアロゾル形成材料の周りにありかつそれと
接触するラッパーを含むエアロゾル形成基体を備えるエアロゾル発生物品であって、ラッ
パーがラッパーの総重量の約５重量％～約３０重量％のエアロゾル形成体含有量を有さな
いエアロゾル発生物品が直面しうる、望ましくない初期段階の「焦げた」臭味または「オ
フノート」が低減され、または消滅されうる。
【００１８】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成材料、およびエアロゾル形成材料
の周りにあり、かつそれと接触するラッパーを含み、ラッパーは、ラッパーの総重量の約
５重量％以上のエアロゾル形成体含有量を有する、エアロゾル形成基体を備える。
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【００１９】
　ラッパーは、ラッパーの総重量の少なくとも約８重量％のエアロゾル形成体含有量を有
しうる。
【００２０】
　ラッパーは、ラッパーの総重量の少なくとも約１０重量％のエアロゾル形成体含有量を
有することが有利である。
【００２１】
　ラッパーは、ラッパーの総重量の少なくとも約１２重量％のエアロゾル形成体含有量を
有しうる。
【００２２】
　例えば、ラッパーは、ラッパーの総重量の約８重量％～約３０重量％、ラッパーの総重
量の約１０重量％～約３０重量％、またはラッパーの総重量の約１２重量％～約３０重量
％のエアロゾル形成体含有量を有しうる。
【００２３】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成材料、およびエアロゾル形成材料
の周りにあり、かつそれと接触するラッパーを含み、ラッパーは、ラッパーの総重量の約
３０重量％以下のエアロゾル形成体含有量を有する、エアロゾル形成基体を備える。
【００２４】
　ラッパーは、ラッパーの総重量の約２５重量％以下のエアロゾル形成体含有量を有して
もよい。
【００２５】
　例えば、ラッパーは、ラッパーの総重量の約５重量％～約２５重量％、ラッパーの総重
量の約８重量％～約２５重量％、ラッパーの総重量の約１０重量％～約２５重量％、また
はラッパーの総重量の約１２重量％～約２５重量％のエアロゾル形成体含有量を有しうる
。
【００２６】
　ラッパーは、ラッパーの総重量の約２０重量％以下のエアロゾル形成体含有量を有する
ことが有利である。
【００２７】
　例えば、ラッパーは、ラッパーの総重量の約５重量％～約２０重量％、ラッパーの総重
量の約８重量％～約２０重量％、ラッパーの総重量の約１０重量％～約２０重量％、また
はラッパーの総重量の約１２重量％～約２０重量％のエアロゾル形成体含有量を有しうる
。
【００２８】
　ラッパーは、ラッパーの総重量の約１８重量％以下のエアロゾル形成体含有量を有して
もよい。
【００２９】
　例えば、ラッパーは、ラッパーの総重量の約５重量％～約１８重量％、ラッパーの総重
量の約８重量％～約１８重量％、ラッパーの総重量の約１０重量％～約１８重量％、また
はラッパーの総重量の約１２重量％～約１８重量％のエアロゾル形成体含有量を有しうる
。
【００３０】
　ラッパーは、ラッパーの総重量の約１６重量％以下のエアロゾル形成体含有量を有して
もよい。
【００３１】
　例えば、ラッパーは、ラッパーの総重量の約５重量％～約１６重量％、ラッパーの総重
量の約８重量％～約１６重量％、ラッパーの総重量の約１０重量％～約１６重量％、また
はラッパーの総重量の約１２重量％～約１６重量％のエアロゾル形成体含有量を有しうる
。
【００３２】
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　エアロゾル形成体は、使用時に、密度が高く安定したエアロゾルの形成を容易にし、か
つエアロゾル発生物品の動作温度で実質的に熱劣化に対する耐性のある、任意の適切な化
合物または化合物の混合物であってもよい。適切なエアロゾル形成体は当技術分野で公知
であり、多価アルコール（トリエチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－ブ
タンジオールおよびグリセリンなど）、多価アルコールのエステル（グリセロールモノ－
、ジ－またはトリアセテートなど）、およびモノ－、ジ－またはポリカルボン酸の脂肪族
エステル（ドデカン二酸およびテトラデカン二酸ジメチルなど）を含むが、これらに限定
されない。
【００３３】
　有利には、エアロゾル形成体は、一つ以上の多価アルコールを含む。
【００３４】
　より有利には、エアロゾル形成体はグリセリンを含む。
【００３５】
　ラッパーは、エアロゾル形成材料に巻かれて、エアロゾル形成基体を形成することが可
能な任意の適切なシート材料から形成されうる。
【００３６】
　ラッパーは、紙ラッパーであることが有利である。本明細書で使用される場合、「紙ラ
ッパー」という用語は、セルロース繊維から形成されるラッパーを説明するために使用さ
れる。
【００３７】
　適切な紙ラッパーは当技術分野で公知であり、従来の紙巻たばこにおいて紙巻たばこペ
ーパーおよびフィルタープラグラップとして使用される紙ラッパーを含むが、これに限定
されない。
【００３８】
　ラッパーは、非たばこ含有ラッパーであってもよい。
【００３９】
　例えば、ラッパーは、非たばこ含有紙ラッパーであってもよい。
【００４０】
　本明細書で使用される場合、「非たばこ含有ラッパー」という用語は、たばこ材料を含
まないラッパーを説明する。
【００４１】
　ラッパーは、たばこ含有ラッパーであってもよい。これは有利には、本発明によるエア
ロゾル発生物品の初期段階の臭味をさらに改善しうる。
【００４２】
　例えば、ラッパーは、たばこ含有紙ラッパーであってもよい。
【００４３】
　本明細書で使用される場合、「たばこ含有ラッパー」という用語は、たばこ材料を含む
ラッパーを説明するために使用される。
【００４４】
　適切なたばこ含有ラッパーは当技術分野で公知であり、再構成たばこシート材料および
均質化したたばこシートを含むが、これに限定されない。
【００４５】
　熱伝導性要素は、ラッパーの少なくとも一部と間接的に接触してもよい。
【００４６】
　熱伝導性要素は、ラッパーの少なくとも一部と直接接触することが有利である。このこ
とは、エアロゾル形成基体への伝導性熱伝達を容易にしうる。
【００４７】
　有利には、熱伝導性要素は不燃性である。
【００４８】
　熱伝導性要素は酸素制限性であってもよい。言い換えれば、熱伝導性要素は、熱伝導性
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要素を通る酸素の通路を阻害または妨碍しうる。
【００４９】
　熱伝導性要素は、任意の適切な熱伝導性材料または材料の組み合わせから形成されても
よい。
【００５０】
　適切な熱伝導性材料は当技術分野で公知であり、金属箔（例えば、アルミ箔、スチール
箔、鉄箔および銅箔など）、および金属合金箔を含むが、これらに限定されない。
【００５１】
　熱伝導性要素は、改良非定常平面熱源（ＭＴＰＳ）法を使用して測定される時に、２３
°Ｃおよび５０％の相対湿度にて、約１０ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ）
）～約５００ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））であることが好ましく、約
１５ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））～約４００ワット毎メートル毎ケル
ビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））のバルク熱伝導率を有する一つ以上の熱伝導性材料を含むことが
より好ましい。
【００５２】
　熱伝導性要素は、一つ以上の金属、一つ以上の金属合金、または一つ以上の金属および
一つ以上の金属合金の組み合わせを含むことが有利である。
【００５３】
　熱伝導性要素は、アルミ箔を含むことが有利である。
【００５４】
　熱伝導性要素は、熱伝導性材料の単一の層で形成されてもよい。あるいは、熱伝導性要
素は、一つ以上のその他の熱伝導性の層または非熱伝導性の層と組み合わせて熱伝導性材
料の少なくとも一つの層を含む多層または層状材料で形成されてもよい。このような実施
形態において、熱伝導材料の少なくとも一つの層は、上記の熱伝導材料のいずれかを含ん
でもよい。
【００５５】
　例えば、熱伝導性要素は、熱伝導性材料の少なくとも一つの層、および紙などの熱絶縁
材料の少なくとも一つの層を含む層状材料で形成されてもよい。
【００５６】
　熱伝導性要素はサセプタであってもよい。以下でさらに説明されるように、こうした実
施形態では、エアロゾル発生物品は、変動または交流電磁場を生成するためのインダクタ
を備える電気的に作動するエアロゾル発生装置で使用するように構成されうる。
【００５７】
　本明細書に使用される場合、「エアロゾル形成基体」という用語は、エアロゾルを形成
することができる揮発性化合物の加熱に応じて放出することができるエアロゾル形成材料
を含む基体を説明するために使用される。本発明によるエアロゾル発生物品のエアロゾル
形成基体から生成されるエアロゾルは、見えても、または見えなくてもよく、蒸気（例え
ば、気状である物質の微粉は室温にて通常、液体または固体である）、ならびに気体およ
び凝結した蒸気の液体の小滴を含んでもよい。
【００５８】
　エアロゾル形成材料は、エアロゾル形成体を含むことが有利である。
【００５９】
　エアロゾル形成体は、使用時に、密度が高く安定したエアロゾルの形成を容易にし、か
つエアロゾル発生物品の動作温度で実質的に熱劣化に対する耐性のある、任意の適切な化
合物または化合物の混合物であってもよい。適切なエアロゾル形成体は当技術分野で公知
であり、多価アルコール（トリエチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－ブ
タンジオールおよびグリセリンなど）、多価アルコールのエステル（グリセロールモノ－
、ジ－またはトリアセテートなど）、およびモノ－、ジ－またはポリカルボン酸の脂肪族
エステル（ドデカン二酸およびテトラデカン二酸ジメチルなど）を含むが、これらに限定
されない。
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【００６０】
　有利には、エアロゾル形成体は、一つ以上の多価アルコールを含む。
【００６１】
　より有利には、エアロゾル形成体はグリセリンを含む。
【００６２】
　エアロゾル形成材料は、ラッパーと同じエアロゾル形成体を含んでもよい。
【００６３】
　あるいは、エアロゾル形成材料は、ラッパーと異なるエアロゾル形成体を含んでもよい
。
【００６４】
　エアロゾル形成基体は固体のエアロゾル形成基体であることが好ましい。エアロゾル形
成基体は、固体および液体の両方の成分を含んでもよい。
【００６５】
　エアロゾル形成基体は植物由来材料を含んでもよい。エアロゾル形成基体は均質化した
植物由来材料を含んでもよい。
【００６６】
　エアロゾル形成基体はニコチンを含む場合がある。
【００６７】
　エアロゾル形成基体はたばこ材料を含んでもよい。本明細書で使用される場合、「たば
こ材料」という用語は、たばこ葉、たばこリブ、たばこ茎、たばこ幹、たばこダスト、膨
化たばこ、再構成たばこ材料、および均質化したたばこ材料を含むが、それらに限定され
ないたばこを含む何らかの材料を説明するために使用される。
【００６８】
　たばこ材料は、例えば、粉末、顆粒、ペレット、断片、より糸、細片、シート、または
それらの任意の組み合わせの形態であってもよい。
【００６９】
　たばこ材料は、均質化したたばこ材料を含むことが有利である。
【００７０】
　本明細書で使用される場合、「均質化したたばこ材料」という用語は、粒子状たばこを
凝集することによって形成される材料を説明するために使用される。
【００７１】
　エアロゾル形成基体は、均質化したたばこ材料のシートの集合体を含むことが有利であ
る。
【００７２】
　好ましい実施形態では、エアロゾル形成基体は、均質化したたばこ材料のシートの集合
体、およびたばこ材料の周りにあり、かつそれと接触するラッパーを含むロッドを備え、
ラッパーは、ラッパーの総重量の約５重量％～約３０重量％のエアロゾル形成体含有量を
有する。
【００７３】
　本明細書で使用される「ロッド」という用語は、実質的に円形、長円形または楕円形の
断面の一般的に円筒形の要素を示すために使用される。
【００７４】
　本明細書で使用される「シート」という用語は、その厚さよりもかなり大きい幅および
長さを有する薄層状の要素を説明するために使用される。
【００７５】
　本明細書に使用される「集められた」という用語は、巻き込まれ、折り畳まれ、または
別途エアロゾル発生物品の長軸方向軸に対して実質的に横断方向に圧縮され、または収縮
したシートを説明するために使用される。
【００７６】
　エアロゾル形成基体は、均質化したたばこ材料のきめのあるシートの集合体を含むこと
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が有利である。
【００７７】
　本明細書で使用される「きめのあるシート」という用語は、捲縮され、型押しされ、デ
ボス加工され、穿孔され、または別途変形されたシートを説明するために使用される。
【００７８】
　均質化したたばこ材料のきめのあるシートの使用は、均質化したたばこ材料シートの集
結を有利に容易にしてエアロゾル形成基体を形成してもよい。
【００７９】
　エアロゾル形成基体は、複数の間隔を置いたへこみ、突起、穿孔またはそれらの任意の
組み合わせを含む均質化したたばこ材料のきめのあるシートの集合体を含んでもよい。
【００８０】
　好ましい実施形態では、エアロゾル形成基体は、均質化したたばこ材料の捲縮したシー
トの集合体を含む。
【００８１】
　本明細書で使用される「捲縮したシート」という用語は、複数の実質的に平行な隆起ま
たは波型形状を有するシートを説明するために使用される。
【００８２】
　エアロゾル発生物品が組み立てられた時に、実質的に平行な隆起または波型形状は、エ
アロゾル発生物品の長軸方向軸に沿って、または平行に延在することが有利である。これ
は、均質化したたばこ材料の捲縮したシートの集合を容易にして、エアロゾル形成基体を
形成する。
【００８３】
　しかし、本発明によるエアロゾル発生物品のエアロゾル形成基体に含めるための均質化
したたばこ材料の捲縮したシートが、あるいはまたはさらに、エアロゾル発生物品が組み
立てられた時に、エアロゾル発生物品の長軸方向軸に鋭角または鈍角で配置される複数の
実質的に平行な隆起または波型形状を有してもよいことが認識される。
【００８４】
　エアロゾル形成基体は実質的に円柱状であることが好ましい。
【００８５】
　エアロゾル形成基体は、約５ｍｍ～約２０ｍｍの長さ、例えば約６ｍｍ～約１５ｍｍの
長さ、または約７ｍｍ～約１２ｍｍの長さを有してもよい。
【００８６】
　エアロゾル形成基体は、約５ｍｍ～約９ｍｍの直径、例えば約７ｍｍ～約８ｍｍの直径
を有してもよい。
【００８７】
　本明細書に使用される場合、「遠位」、「上流」および「前方」、ならびに「近位」、
「下流」および「後方」という用語は、本発明によるエアロゾル発生物品の構成要素また
は構成要素の部分の相対的位置を説明するために使用される。本発明によるエアロゾル発
生物品は、使用時にユーザーに送達するためにエアロゾルがエアロゾル発生物品を抜け出
る近位端を備える。エアロゾル発生物品の近位端は口側の端と呼ばれることもある。使用
時に、エアロゾル発生物品によって生成されたエアロゾルを吸い込むために、ユーザーは
エアロゾル発生物品の近位端を吸い込む。
【００８８】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、遠位端を備える。エアロゾル発生物品の近位端は
、エアロゾル発生物品の遠位端の下流にある。また、エアロゾル発生物品の近位端は、エ
アロゾル発生物品の下流端として言及してもよく、エアロゾル発生物品の遠位端はまた、
エアロゾル発生物品の上流端として言及してもよい。本発明によるエアロゾル発生物品の
構成要素または構成要素の部分は、エアロゾル発生物品の近位端とエアロゾル発生物品の
遠位端との間のこれらの相対的位置に基づき互いの上流または下流にあると説明されうる
。
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【００８９】
　本明細書に使用される場合、「長軸方向」および「軸方向」という用語は、エアロゾル
発生物品の近位端と遠位端との間の方向を説明するために使用される。
【００９０】
　本明細書で使用される場合、「長さ」という用語は、本発明によるエアロゾル発生物品
の構成要素、または構成要素の部分のエアロゾル発生物品の長軸方向における最大寸法を
説明するために使用される。それは、エアロゾル発生物品の近位端と遠位端との間の方向
における最大寸法である。
【００９１】
　「横断方向」という用語は、本明細書に使用される場合、長軸方向に対して垂直な方向
を説明するために使用される。それは、エアロゾル発生物品の近位端と遠位端との間の方
向に対して垂直な方向である。
【００９２】
　本明細書に使用される「直径」という用語は、エアロゾル発生物品の横断方向での最大
寸法を示す。
【００９３】
　熱伝導性要素は、実質的にラッパーの全長に沿ってラッパーの周りにあり、かつそれと
接触しうる。
【００９４】
　あるいは、熱伝導性要素は、ラッパーの長さの一部分のみに沿ってラッパーの周りにあ
り、かつそれと接触しうる。
【００９５】
　上述したように、一定の実施形態では、熱伝導性要素はサセプタであってもよく、エア
ロゾル発生物品は、変動または交流電磁場を生成するためのインダクタを備える電気的に
作動するエアロゾル発生装置で使用するように構成されうる。
【００９６】
　こうした実施形態では、エアロゾル発生物品は、使用時に、インダクタにより生成され
た変動または交流電磁場が、抵抗損失（ジュール加熱）およびヒステリシス損失（サセプ
タが磁性である場合）のうち一方または両方の結果としてサセプタの加熱を引き起こすサ
セプタにおける渦電流を誘発するように、エアロゾル発生装置と連動する。サセプタ内に
生成された熱は、伝導によりエアロゾル形成基体の周辺部に伝達される。
【００９７】
　本発明によると、熱伝導性要素がサセプタである本発明によるエアロゾル発生物品と、
変動または交流電磁場を生成するためのインダクタを備える電気的に作動するエアロゾル
発生装置と、を備える、エアロゾル発生システムがまた提供される。
【００９８】
　その他の実施形態では、エアロゾル発生物品は熱源を備えうる。こうした実施形態では
、熱伝導性要素は、伝導によって、熱源からエアロゾル形成基体の周辺部に熱を伝達する
。
【００９９】
　好ましい実施形態では、エアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の上流の可燃性熱
源を備える。
【０１００】
　具体的には、好ましい実施形態では、エアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の上
流の可燃性炭素質熱源を備える。
【０１０１】
　本明細書に使用される場合、「炭素質」という用語は、炭素を含む可燃性熱源を説明す
るために使用される。
【０１０２】
　可燃性熱源は、固体の可燃性熱源であることが好ましい。
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【０１０３】
　熱伝導性要素は、可燃性熱源の少なくとも後方部分およびラッパーの少なくとも前方部
分の周りにあり、かつそれと接触することが有利である。
【０１０４】
　熱伝導性要素は、可燃性熱源の少なくとも後方部分およびラッパーの少なくとも前方部
分の周りにあり、かつそれと直接接触することが有利である。
【０１０５】
　こうした実施形態において、熱伝導性要素は、エアロゾル発生物品の可燃性熱源とエア
ロゾル形成基体との間に熱リンクを提供する。有利には、これは、許容されるエアロゾル
を提供するための可燃性熱源からエアロゾル形成基体への適切な熱伝達の促進を助ける。
【０１０６】
　可燃性熱源はエアロゾル発生物品の遠位端に位置するか、またはそれに近接する。
【０１０７】
　可燃性熱源は実質的に円筒形であることが好ましい。
【０１０８】
　可燃性熱源は、約７ｍｍ～約１７ｍｍの長さ、例えば約７ｍｍ～約１５ｍｍの長さ、ま
たは約７ｍｍ～約１３ｍｍの長さを有してもよい。
【０１０９】
　可燃性熱源は、約５ｍｍ～約９ｍｍの直径、例えば約７ｍｍ～約８ｍｍの直径を有して
もよい。
【０１１０】
　エアロゾル発生物品は、可燃性熱源の前方部分を少なくとも部分的に覆うように構成さ
れるキャップを備えうる。こうした実施形態では、キャップは、取り外し可能であり、そ
れにより、エアロゾル発生物品の使用前に可燃性熱源の前方部分が露出される。
【０１１１】
　本明細書に使用される場合、「キャップ」という用語は、可燃性熱源の前方部分を実質
的に囲むエアロゾル発生物品の遠位端における保護カバーを説明するために使用される。
【０１１２】
　エアロゾル発生物品は、可燃性熱源の後端面とエアロゾル形成基体との間に不燃性の実
質的に不通気性のバリアを備えうる。
【０１１３】
　可燃性熱源の後端面とエアロゾル形成基体との間に不燃性の実質的に不通気性のバリア
を含めることにより、可燃性熱源の点火および燃焼の間にエアロゾル形成基体が曝される
温度が、有利に抑制されうる。これは、エアロゾル発生物品の使用時にエアロゾル形成基
体の熱劣化または燃焼を回避または低減するのに役立ちうる。
【０１１４】
　可燃性熱源の後端面とエアロゾル形成基体との間に不燃性の実質的に不通気性のバリア
を含めることにより、エアロゾル発生物品の貯蔵および使用中、可燃性熱源へのエアロゾ
ル形成基体の構成要素の移動が、有利に実質的に防止または阻害されうる。
【０１１５】
　本明細書に使用される場合、「不燃性」という用語は、その点火および燃焼の間に可燃
性熱源によって到達される温度で実質的に不燃性であるバリアを説明するために使用され
る。
【０１１６】
　可燃性熱源の前端面は可燃性熱源の上流端にある。可燃性熱源の上流端は、エアロゾル
発生物品の近位端から最も遠い可燃性熱源の末端である。可燃性熱源の後端面は可燃性熱
源の前端面と向かい合う。可燃性熱源の後端面は可燃性熱源の下流端にある。可燃性熱源
の下流端は、エアロゾル発生物品の近位端に最も近い可燃性熱源の末端である。
【０１１７】
　バリアは可燃性熱源の後端面およびエアロゾル形成基体の一方または両方に隣接しても
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よい。あるいは、バリアは可燃性熱源の後端面およびエアロゾル形成基体の一方または両
方から間隙を介していてもよい。
【０１１８】
　有利には、バリアは、可燃性熱源の後端面に接着される、または別の方法で貼り付けら
れる。
【０１１９】
　可燃性熱源の後端面にバリアを接着する、または貼り付けるための適切な方法は、当技
術分野において公知であり、吹き付け塗装、蒸着、浸漬、材料移動（例えば、ブラッシン
グまたは糊付け）、静電沈着またはそれらの任意の組み合わせを含むが、これに限定され
ない。
【０１２０】
　可燃性熱源の後端面とエアロゾル形成基体との間のバリアは、低い熱伝導率または高い
熱伝導率を有してもよい。例えば、バリアは、改良非定常平面熱源（ＭＴＰＳ）法を使用
して測定される時に、２３℃および５０％の相対湿度にて、バルク熱伝導率が約０．１Ｗ
毎メートルケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））～約２００Ｗ毎メートルケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ
））である材料から形成されてもよい。
【０１２１】
　可燃性熱源の後端面とエアロゾル形成基体との間のバリアの厚さは、適切に調節されて
、良好な性能を達成しうる。例えば、バリアの厚さは約１０ミクロン～約５００ミクロン
であってもよい。
【０１２２】
　可燃性熱源の後端面とエアロゾル形成基体との間のバリアは、点火中および燃焼中、可
燃性熱源が達した温度で実質的に熱安定しており不燃性である一つ以上の適切な材料から
形成されうる。適切な材料は、当技術分野で公知であり、粘土（例えば、ベントナイトお
よびカオリナイトなど）、ガラス、ミネラル、セラミック材料、樹脂、金属、またはこれ
らの任意の組み合わせを含むが、これらに限定されない。
【０１２３】
　一定の好ましい実施形態において、バリアはアルミ箔を含む。
【０１２４】
　アルミ箔のバリアは、可燃性熱源にそれを糊付けするまたはプレスすることによって、
可燃性熱源の後端面に適用されうる。バリアは、アルミ箔が可燃性熱源の少なくとも実質
的に後端面全体を覆い、それに接着するように、切り取られ、または別途機械加工されう
る。アルミ箔は、可燃性熱源の後端面全体を覆い、それに接着することが有利である。
【０１２５】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の上流の非ブラインド可燃性
熱源を備えうる。
【０１２６】
　本明細書に使用される場合、「非ブラインド」という用語は、可燃性熱源の前端面から
後端面まで延在する少なくとも一つの気流チャネルを含む可燃性熱源を説明するために使
用される。
【０１２７】
　本明細書に使用される場合、「気流チャネル」という用語は、ユーザーの吸入のために
引き込まれうる空気が通る、可燃性熱源の長さに沿って延在するチャネルを説明するため
に使用される。
【０１２８】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の上流の非ブラインド可燃性
炭素質熱源を備えてもよい。
【０１２９】
　エアロゾル形成基体の上流の非ブラインド可燃性熱源を備える本発明によるエアロゾル
発生物品では、非ブラインド可燃性熱源の前端面から後端面に延在する少なくとも一つの
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気流チャネルは、ユーザーによる吸入のためにエアロゾル発生物品を通して引き込まれう
る空気の一つ以上の気流経路の一部を形成する。
【０１３０】
　エアロゾル形成基体の上流の非ブラインド可燃性熱源を備える本発明によるエアロゾル
発生物品において、エアロゾル形成基体の加熱は、伝導および強制対流によって生じる。
【０１３１】
　本発明によるエアロゾル発生物品が、エアロゾル形成基体の上流の非ブラインド可燃性
熱源と、可燃性熱源の後端面とエアロゾル形成基体との間の不燃性の実質的に不通気性の
バリアとを備える場合、バリアは、可燃性熱源の前端面から後端面まで延在する少なくと
も一つの気流チャネルを通ってエアロゾル発生物品に入る空気が、エアロゾル発生物品を
通って下流に引き込まれることを可能にすべきである。
【０１３２】
　エアロゾル発生物品は、非ブラインド可燃性熱源と少なくとも一つの気流チャネルとの
間に不燃性の実質的に不通気性のバリアを備えてもよい。
【０１３３】
　非ブラインド可燃性熱源と少なくとも一つの気流チャネルとの間に不燃性の実質的に不
通気性のバリアを含めることにより、有利には、非ブラインド可燃性熱源の点火および燃
焼時に形成された燃焼および分解生成物が、引き込まれた空気が少なくとも一つの気流チ
ャネルを通過する際に、少なくとも一つの気流チャネルを通してエアロゾル発生物品に引
き込まれた空気に入ることが、有利に実質的に防止または阻害されうる。
【０１３４】
　非ブラインド可燃性熱源と少なくとも一つの気流チャネルとの間の不燃性の実質的に不
通気性のバリアを含めることにより、ユーザーによる吸煙の間、非ブラインド可燃性熱源
の燃焼の活性化が有利に実質的に防止または阻害されうる。これは、ユーザーによる吸煙
の間、エアロゾル形成基体の温度の急上昇を実質的に防止または阻害しうる。
【０１３５】
　非ブラインド可燃性熱源と少なくとも一つの気流チャネルとの間のバリアは、低い熱伝
導率または高い熱伝導率を有してもよい。
【０１３６】
　非ブラインド可燃性熱源と少なくとも一つの気流チャネルとの間のバリアの厚さは、適
切に調節されて、良好な性能を達成しうる。
【０１３７】
　非ブラインド可燃性熱源と少なくとも一つの気流チャネルとの間のバリアは、実質的に
熱安定しており、点火およびその燃焼の間に非ブラインド可燃性熱源によって達成される
温度で不燃性である一つ以上の適切な材料から形成されてもよい。適切な材料は当技術分
野で公知であり、例えば粘土、金属酸化物（酸化鉄、アルミナ、チタニア、シリカ、シリ
カ－アルミナ、ジルコニアおよびセリアなど）、ゼオライト、リン酸ジルコニウム、およ
びその他のセラミック材料またはこれらの任意の組み合わせを含むが、これらに限定され
ない。
【０１３８】
　非ブラインド可燃性熱源と少なくとも一つの気流チャネルとの間のバリアは、少なくと
も一つの気流チャネル内に挿入されるライナーを備えてもよい。
【０１３９】
　非ブラインド可燃性熱源と少なくとも一つの気流チャネルとの間のバリアは、非ブライ
ンド可燃性熱源の少なくとも一つの気流チャネルの内側表面に接着またはその他の方法で
貼り付けられうる。
【０１４０】
　非ブラインド可燃性熱源の少なくとも一つの気流チャネルの内側表面にバリアを接着ま
たは貼り付けるための適切な方法は、当技術分野において公知であり、ＵＳ－Ａ－５，０
４０，５５１号およびＷＯ－Ａ２－２００９／０７４８７０号に記載の方法を含むが、こ
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れらに限定されない。
【０１４１】
　好ましい実施形態では、本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の上
流のブラインド可燃性熱源を備える。
【０１４２】
　特定の好ましい実施形態では、本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基
体の上流のブラインド可燃性炭素質熱源を備える。
【０１４３】
　本明細書に使用される場合、「ブラインド」という用語は、可燃性熱源の前端面から後
端面まで延在するいかなる気流チャネルも含まない可燃性熱源を説明するために使用され
る。本明細書に使用される場合、「ブラインド」という用語は、可燃性熱源の前端面から
可燃性熱源の後端面まで延在する一つ以上の気流チャネルを含む可燃性熱源を説明するた
めにも使用され、その場合、可燃性熱源の後端面とエアロゾル形成基体バリアとの間の不
燃性の実質的に不通気性のバリアは、空気が可燃性熱源の長さに沿って一つ以上の気流チ
ャネルを通して引き込まれることを防止する。
【０１４４】
　エアロゾル形成基体の上流のブラインド可燃性熱源を含む本発明によるエアロゾル発生
物品において、ブラインド可燃性熱源からエアロゾル形成基体への熱伝達は、伝導によっ
て主に生じ、強制対流によるエアロゾル形成基体の加熱は最小にされる、または減少され
る。これは、エアロゾル発生物品の主流エアロゾルの組成物へのユーザーの吸煙状況の影
響を最小にする、または減少させるのに有利に役立ちうる。
【０１４５】
　使用において、ユーザーによる吸入のために、エアロゾル形成基体の上流のブラインド
可燃性熱源を含む本発明によるエアロゾル発生物品を通じて一つ以上の気流経路に沿って
引き込まれた空気は、ブラインド可燃性熱源に沿ったいかなる気流チャネルも通過しない
。ブラインド可燃性熱源を通る気流チャネルの欠如は、ユーザーによる吸煙の間のブライ
ンド可燃性熱源の燃焼の活性化を有利に実質的に防止または阻害する。これは、ユーザー
による吸煙の間、エアロゾル形成基体の温度の急上昇を実質的に防止または阻害する。
【０１４６】
　ブラインド可燃性熱源の燃焼の活性化を防止または阻害すること、およびそのようにし
てエアロゾル形成基体における過剰な温度上昇を防止または阻害することによって、激し
い吸煙状況下でエアロゾル形成基体の燃焼または熱分解が有利に回避されうる。加えて、
主流エアロゾルの組成物へのユーザーの吸煙状況の影響は、有利に最小にされ、または減
少されうる。
【０１４７】
　また、エアロゾル形成基体の上流のブラインド可燃性熱源を含めることにより、ブライ
ンド可燃性熱源の点火中および燃焼中に形成される燃焼および分解生成物ならびにその他
の材料が、その使用中にエアロゾル発生物品を通して引き込まれる空気に入ることが、有
利に実質的に防止または阻害されうる。
【０１４８】
　エアロゾル形成基体の上流のブラインド可燃性熱源を含む本発明によるエアロゾル発生
物品は、エアロゾル発生物品を通して空気を一つ以上の気流経路の中へと引き込むための
ブラインド可燃性熱源の後端面の下流にある一つ以上の空気吸込み口を備える。
【０１４９】
　エアロゾル形成基体の上流の非ブラインド可燃性熱源を備える本発明によるエアロゾル
発生物品は、エアロゾル発生物品を通して一つ以上の気流経路の中へと空気を引き込むた
めの非ブラインド可燃性熱源の後端面の下流の一つ以上の空気吸込み口も備えてもよい。
【０１５０】
　一定の実施形態では、エアロゾル形成基体の上流のブラインド可燃性熱源を備える本発
明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の周辺部の周りに一つ以上の空気吸
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込み口を備える。
【０１５１】
　こうした実施形態では、ユーザーによる吸煙の間、冷気は、エアロゾル形成基体の周辺
部の周りで一つ以上の空気吸込み口を通してエアロゾル発生物品のエアロゾル形成基体内
に引き込まれる。これは、有利には、ユーザーによる吸煙の間、エアロゾル形成基体の温
度を低減し、そのためエアロゾル形成基体の温度の急上昇を実質的に防止または阻害する
。
【０１５２】
　本明細書に使用される「冷気」という用語は、ユーザーによる吸煙の際に可燃性熱源に
よって著しく加熱されない周囲空気を説明するために使用される。
【０１５３】
　エアロゾル形成基体の温度の急上昇を防止または阻害することによって、エアロゾル形
成基体の周辺部に一つ以上の空気吸込み口を含めることは、激しい吸煙状況下でエアロゾ
ル形成基体の燃焼または熱分解を回避または低減するのに有利に役立つ。さらに、エアロ
ゾル形成基体の周辺部の周りに一つ以上の空気吸込み口を含めることにより、エアロゾル
発生物品の主流エアロゾルの組成物に対するユーザーの吸煙状況の影響が有利には最小化
または低減される。
【０１５４】
　一定の好ましい実施形態では、エアロゾル形成基体の上流のブラインド可燃性熱源を含
む本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の下流端の近位に位置する一
つ以上の空気吸込み口を備える。
【０１５５】
　当然のことながら、本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の上流の
非ブラインド可燃性熱源、またはユーザーによる吸入の間に空気がそれを通じて引き込ま
れる場合がない一つ以上の閉じた、または塞がれた通路を備えるエアロゾル形成基体の上
流のブラインド可燃性熱源を備えてもよい。
【０１５６】
　例えば、本発明によるエアロゾル発生物品は、可燃性熱源の長さに沿って、可燃性熱源
の前端面から途中までのみ延在する一つ以上の閉じた通路を備える、エアロゾル形成基体
の上流の可燃性熱源を備えてもよい。
【０１５７】
　一つ以上の閉じた空気通路を含めることにより、空気からの酸素に曝される可燃性熱源
の表面領域が増大し、可燃性熱源の点火および燃焼の持続が有利に容易となりうる。
【０１５８】
　本発明によるエアロゾル発生物品がエアロゾル形成基体の上流の可燃性炭素質熱源を備
える場合、可燃性炭素質熱源は、可燃性炭素質熱源の乾燥質量で少なくとも約３５％の炭
素含有量（例えば、可燃性炭素質熱源の乾燥質量で少なくとも約４０パーセントの炭素含
有量、または可燃性炭素質熱源の乾燥質量で少なくとも約４５パーセントの炭素含有量）
を有することが好ましい。
【０１５９】
　一部の実施形態では、可燃性炭素質熱源は可燃性炭素ベース熱源であってもよい。
【０１６０】
　本明細書に使用される場合、「炭素ベース」という用語は、主に炭素から成る可燃性炭
素質熱源であって、可燃性炭素質熱源の乾燥質量で少なくとも約５０パーセントの炭素含
有量を有する可燃性炭素質熱源を説明するために使用される。例えば、可燃性炭素質熱源
は、可燃性炭素質熱源の乾燥質量で少なくとも約６０パーセント、または可燃性炭素質熱
源の乾燥質量で少なくとも約７０パーセント、もしくは可燃性炭素質熱源の乾燥質量で少
なくとも約８０パーセントの炭素含有量を有してもよい。
【０１６１】
　可燃性炭素質熱源は、一つ以上の適切な炭素含有材料から形成されてもよい。
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【０１６２】
　一つ以上の結合剤を、一つ以上の炭素含有材料と組み合わせてもよい。このような実施
形態では、可燃性炭素質熱源は、一つ以上の有機結合剤、一つ以上の無機結合剤、または
一つ以上の有機結合剤と一つ以上の無機結合剤との組み合わせを含みうる。
【０１６３】
　可燃性炭素質熱源は、可燃性炭素質熱源の特性を改善するために一つ以上の添加剤を含
みうる。適切な添加剤としては、可燃性炭素質熱源の圧密を促進する添加剤（例えば、焼
結助剤）、可燃性炭素質熱源の点火を促進する添加剤（例えば、過塩素酸塩、塩素酸塩、
硝酸塩、過酸化物、過マンガン酸塩、ジルコニウムおよびこれらの組み合わせなどの酸化
剤）、可燃性炭素質熱源の燃焼を促進する添加剤（例えば、クエン酸カリウムなどのカリ
ウムおよびカリウム塩）、可燃性炭素質熱源の燃焼によって生成される一つ以上の気体の
分解を促進する添加剤（例えば、ＣｕＯ、Ｆｅ2Ｏ3およびＡｌ2Ｏ3などの触媒）、または
これらの任意の組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１６４】
　有利には、可燃性炭素質熱源は、少なくとも一つの点火補助剤を含む。一定の好ましい
実施形態では、可燃性炭素質熱源は、ＷＯ－Ａ１－２０１２／１６４０７７号に記載され
ているように、少なくとも一つの点火補助剤を含む。
【０１６５】
　本発明によるエアロゾル発生物品で使用するための可燃性炭素質熱源を製造するための
適切な処理は、当技術分野において公知であり、押し付け処理および押し出し成形処理を
含むが、これらに限定されない。
【０１６６】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、熱伝導性要素の少なくとも一部分の周りに一つ以
上の追加的な熱伝導性要素を備えうる。
【０１６７】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の下流の移動要素またはスペ
ーサー要素を備えうる。
【０１６８】
　移動要素は、エアロゾル形成基体に隣接してもよい。あるいは、移動要素はエアロゾル
形成基体から間隙を介していてもよい。
【０１６９】
　移動要素を含めることにより、エアロゾル形成基体への熱伝達によって生成されるエア
ロゾルの冷却が有利に可能となる。移動要素を含めることにより、本発明によるエアロゾ
ル発生物品の全長を、移動要素の長さの適切な選択により所望の値、例えば従来の紙巻た
ばこの長さに類似した長さに調整することも有利には可能となる。
【０１７０】
　移動要素の長さは、約７ｍｍ～約５０ｍｍ、例えば約１０ｍｍ～約４５ｍｍ、または約
１５ｍｍ～約３０ｍｍであってもよい。移動要素の長さは、エアロゾル発生物品の所望の
全長、およびエアロゾル発生物品内のその他の構成要素の存在および長さに依存して、そ
の他の長さであってもよい。
【０１７１】
　移動要素は少なくとも一つの端の開いた管状中空体を備えうる。このような実施形態で
は、使用時、エアロゾル発生物品の中へと引き込まれる空気は、それがエアロゾル発生物
品を通ってエアロゾル形成基体からマウスピースまで下流に通過する時に、少なくとも一
つの端の開いた管状中空体を通過する。
【０１７２】
　移動要素は、エアロゾル形成基体への熱の移動によって生成されるエアロゾルの温度で
実質的に熱安定している一つ以上の適切な材料から形成される少なくとも一つの端の開い
た管状中空体を含んでいてもよい。適切な材料は当技術分野で公知であり、紙、ボール紙
、プラスチック、このような酢酸セルロース、セラミックおよびこれらの組み合わせを含
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むが限定されない。
【０１７３】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の下流にあるエアロゾル冷却
要素または熱交換器を含んでもよい。エアロゾル冷却要素は複数の長軸方向に延在するチ
ャネルを含んでもよい。
【０１７４】
　エアロゾル冷却要素は、金属箔、重合体材料および実質的に非多孔性の紙またはボール
紙から成る群より選択される材料シートの集合体を含んでもよい。一定の実施形態におい
て、エアロゾル冷却要素は、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化
ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、酢酸
セルロース（ＣＡ）およびアルミ箔から成る群より選択される材料シートの集合体を含ん
でもよい。
【０１７５】
　一定の好ましい実施形態では、エアロゾル冷却要素は、ポリ乳酸（ＰＬＡ）またはＭａ
ｔｅｒ－Ｂｉ（登録商標）の等級（デンプンベースのコポリエステルの市販のファミリー
）などの生物分解性高分子材料のシートの集合体を含んでもよい。
【０１７６】
　本発明によるエアロゾル発生物品が、エアロゾル形成基体の下流の移動要素、およびエ
アロゾル形成基体の下流のエアロゾル冷却要素を備える場合、エアロゾル冷却要素は、移
動要素の下流にあることが好ましい。
【０１７７】
　本発明に従ったエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の下流にマウスピースを備
えうる。
【０１７８】
　マウスピースは、エアロゾル発生物品の近位端に位置することが好ましい。
【０１７９】
　マウスピースは低濾過効率のマウスピースであることが好ましく、非常に低い濾過効率
のマウスピースであることがより好ましい。マウスピースは単一のセグメントであっても
、または構成要素マウスピースであってもよい。あるいは、マウスピースはマルチセグメ
ントマウスピースであっても、または複数構成要素マウスピースであってもよい。
【０１８０】
　マウスピースは、適切な公知の濾過材料を含む一つ以上のセグメントを含むフィルター
を含んでもよい。適切な濾過材料は当技術分野で公知であり、酢酸セルロースおよび紙を
含むが、これらに限定されない。あるいはまたはさらに、マウスピースは吸収剤、吸着剤
、風味剤、およびその他のエアロゾル変性剤および添加剤またはその組み合わせを含む一
つ以上のセグメントを含みうる。
【０１８１】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の下流に一つ以上のエアロゾ
ル修飾剤を含んでもよい。例えば、本発明によるエアロゾル発生物品のマウスピース、移
動要素、およびエアロゾル冷却要素のうち一つ以上は、一つ以上のエアロゾル修飾剤を含
んでもよい。
【０１８２】
　本明細書に使用される場合、「エアロゾル修飾剤」という用語は、使用時に、エアロゾ
ル発生物品のエアロゾル形成基体によって生成されるエアロゾルの一つ以上の特徴または
特性を修飾する任意の薬剤を説明するために使用される。
【０１８３】
　適切なエアロゾル修飾剤は、風味剤、および化学感覚剤を含むが限定されない。
【０１８４】
　本明細書に使用される場合、「化学感覚剤」という用語は、使用において、味覚受容体
または嗅覚受容体細胞による知覚以外、またはそれに追加した手段によってユーザーの口
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、または嗅空洞において知覚される任意の薬剤を説明するために使用される。化学感覚剤
の知覚は、三叉神経、舌咽神経、迷走神経またはこれらのいくつかの組み合わせのいずれ
かを経て、典型的には「三叉神経応答」を経る。典型的には、化学感覚剤は、辛い、香辛
料のきいた、冷却するまたは和らげる感覚として知覚される。
【０１８５】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の下流に、風味剤と化学感覚
剤の両方である一つ以上のエアロゾル修飾剤を含んでもよい。例えば、本発明によるエア
ロゾル発生物品のマウスピース、移動要素およびエアロゾル冷却要素のうち一つ以上は、
冷却する化学感覚効果を提供するメントールまたは別の風味剤を含んでもよい。
【０１８６】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体および熱伝導性要素を囲む外
側ラッパーを備えうる。
【０１８７】
　本発明によるエアロゾル発生物品が、例えば、移動要素、冷却要素またはマウスピース
などのエアロゾル形成基体の下流の一つ以上の構成要素を備える場合、外側ラッパーは、
エアロゾル形成基体の下流の構成要素の一部またはすべてを囲みうる。
【０１８８】
　本発明によるエアロゾル発生物品が、エアロゾル形成基体の上流の可燃性熱源および外
側ラッパーを備える場合、外側ラッパーは、可燃性熱源の少なくとも後方部分を囲むこと
が好ましい。
【０１８９】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、任意の適切な材料または材料の組み合わせから形
成される外側ラッパーを含んでもよい。適切な材料は当技術分野で公知であり、紙巻たば
こ用紙を含むが、これに限定されない。
【０１９０】
　本発明によるエアロゾル発生物品は公知の方法および機械を使用して組み立てられても
よい。
【０１９１】
　誤解を避けるために、本発明の一つの態様に関する上述の特徴はまた、本発明の他の態
様に適用されてもよい。
【０１９２】
　本発明を、添付図面を参照しながら、例証としてのみであるがさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【０１９３】
【図１】図１は、本発明の実施形態によるエアロゾル発生物品の概略的な長軸方向断面を
示す。
【図２（ａ）】図２（ａ）は、図１に示した本発明の実施形態によるエアロゾル発生物品
に関して吸煙毎に供給されたエアロゾル形成体（グリセリン）の量のグラフを示し、二つ
のエアロゾル発生物品は、本発明によるものではない。
【図２（ｂ）】図２（ｂ）は、図１に示した本発明の実施形態によるエアロゾル発生物品
に関して吸煙毎に供給されたニコチンの量のグラフを示し、二つのエアロゾル発生物品は
、本発明によるものではない。
【発明を実施するための形態】
【０１９４】
　図１に示した本発明の実施形態によるエアロゾル発生物品２は、同軸配列で当接する、
前端面６および対向する後端面８を有する可燃性炭素質熱源４、エアロゾル形成基体１０
、移動要素１２、エアロゾル冷却要素１４、スペーサー要素１６、およびマウスピース１
８を備える。図１に示したように、エアロゾル形成基体１０、移動要素１２、エアロゾル
冷却要素１４、スペーサー要素１６、およびマウスピース１８、ならびにブラインド可燃
性熱源４の後方部分は、例えば、紙巻たばこ用紙などのシート材料の外側ラッパー２０に
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包まれる。
【０１９５】
　可燃性炭素質熱源４は、ブラインド炭素質可燃性熱源であり、エアロゾル発生物品２の
遠位端に位置する。図１に示したように、アルミ箔のディスクの形態の不燃性の実質的に
不通気性のバリア２２は、可燃性炭素質熱源４の後端面８とエアロゾル形成基体１０との
間に提供される。バリア２２は、可燃性炭素質熱源４の後端面８上へアルミ箔のディスク
をプレスすることによって可燃性炭素質熱源４の後端面８に適用され、可燃性炭素質熱源
４の後端面８およびエアロゾル形成基体１０に隣接する。
【０１９６】
　エアロゾル形成基体１０は、ブラインド可燃性炭素質熱源４の後端面８に適用されるバ
リア２２のすぐ下流に位置する。エアロゾル形成基体１０は、均質化したたばこ材料の捲
縮したシートの集合体２４と、均質化したたばこ材料の捲縮したシートの集合体２４の周
りにあり、かつそれと直接接触する、ラッパー２６と、を含む。均質化したたばこ材料の
捲縮したシートの集合体２４は、例えば、グリセリンなどの適切なエアロゾル形成体を含
む。ラッパー２６は、例えば、グリセリンなどの適切なエアロゾル形成体を含み、ラッパ
ーの総重量の約８重量％～約２０重量％のエアロゾル形成体含有量を有する。
【０１９７】
　移動要素１２はエアロゾル形成基体１０のすぐ下流に位置し、円柱状の端の開いた中空
の酢酸セルロースチューブ２８を含む。
【０１９８】
　エアロゾル冷却要素１４は移動要素１２のすぐ下流に位置し、例えば、ポリ乳酸などの
生物分解性高分子材料のシートの集合体を備える。
【０１９９】
　スペーサー要素１６はエアロゾル冷却要素１４のすぐ下流に位置し、円柱状の端の開い
た中空の紙またはボール紙管を備える。
【０２００】
　マウスピース１８はスペーサー要素１６のすぐ下流に位置する。図１に示したように、
マウスピース１８はエアロゾル発生物品２の近位端に位置し、フィルタープラグラップ３
２に包まれた、例えば非常に低い濾過効率の酢酸セルローストウなどの適切な濾過材料の
円柱状プラグ３０を含む。
【０２０１】
　エアロゾル発生物品は、外側ラッパー２０の下流端部分を取り囲むチッピングペーパー
（図示せず）のバンドをさらに含んでいてもよい。
【０２０２】
　図１に示したように、エアロゾル発生物品２は、ブラインド可燃性熱源４の後方部分４
ｂおよびエアロゾル形成基体１０の前方部分１０ａの周りにあり、かつそれと直接接触す
る、例えば、アルミ箔などの適切な熱伝導性材料から形成される熱伝導性要素３４をさら
に備える。図１に示す本発明の第一の実施形態によるエアロゾル発生物品２では、エアロ
ゾル形成基体１０は、熱伝導性要素３４を越えて下流に延在する。すなわち、熱伝導性要
素３４は、エアロゾル形成基体１０の後方部分の周りになくかつそれと直接接触しない。
しかし、当然のことながら、本発明のその他の実施形態では（図示せず）、熱伝導性要素
３４がエアロゾル形成基体１０の全長の周りにあってもよく、またそれと接触してもよい
。当然のことながら、本発明のその他の実施形態（図示せず）では、熱伝導性要素３４の
上にある一つ以上の追加的な熱伝導性要素も提供されてもよい。
【０２０３】
　図１に示す本発明の実施形態によるエアロゾル発生物品２は、エアロゾル形成基体１０
の周辺部に一つ以上の第一の空気吸込み口３６を備える。図１に示すように、第一の空気
吸込み口３６の周囲配置は、エアロゾル形成基体１０のラッパー２６および上にある外側
ラッパー２０に提供されて、冷気（図１で点線矢印によって示した）をエアロゾル形成基
体１０へと入れる。
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【０２０４】
　使用時、ユーザーは、可燃性炭素質熱源４を点火する。可燃性炭素質熱源４が点火され
ると、ユーザーはエアロゾル発生物品２のマウスピース１８を吸う。ユーザーがマウスピ
ース１８で吸う時、冷気（図１に点線矢印によって示す）は、第一の空気吸込み口３６を
通ってエアロゾル発生物品２のエアロゾル形成基体１０の中へと引き込まれる。
【０２０５】
　エアロゾル形成基体１０の前方部分１０ａの周辺部は、可燃性炭素質熱源４の後端面８
およびバリア２２ならびに熱伝導性要素３４を通して伝導によって加熱される。
【０２０６】
　伝導によるエアロゾル形成基体１０の加熱は、ラッパー２６からエアロゾル形成体を放
出し、均質化したたばこ材料の捲縮したシートの集合体２４からエアロゾル形成体、なら
びにその他の揮発性および半揮発性化合物を放出する。エアロゾル形成基体１０から放出
される化合物は、それがエアロゾル形成基体１０を通して流れるにつれて、第一の空気吸
込み口３６を介してエアロゾル発生物品２のエアロゾル形成基体１０に引き込まれる空気
に混入されるエアロゾルを形成する。引き込まれた空気および混入されたエアロゾル（図
１に破線の矢印によって示す）は、移動要素１２の円柱状の端の開いた中空の酢酸セルロ
ースチューブ２８、エアロゾル冷却要素１４、およびスペーサー要素１６の内部を通って
下流を通過し、ここで冷却され凝結する。冷却された引き込まれた空気および混入したエ
アロゾルは、マウスピース１８を通って下流に流れ、エアロゾル発生物品２の近位端を通
ってユーザーに送達される。可燃性炭素質熱源４の後端面８の上の不燃性の実質的に不通
気性のバリア２２は、使用時に、エアロゾル発生物品２を通って引き込まれる空気が可燃
性炭素質熱源４と直接接触しないように、エアロゾル発生物品２を通って引き込まれた空
気から可燃性炭素質熱源４を分離する。
【０２０７】
　図１に示す本発明の実施形態によるエアロゾル発生物品は、グリセリンを含む均質化し
たたばこ材料の捲縮したシートの集合体、および均質化したたばこ材料の捲縮したシート
の集合体の周りにあり、かつそれと直接接触するたばこ含有紙ラッパーを含み、たばこ含
有紙ラッパーが、たばこ含有紙ラッパーの総重量の１０重量％のグリセリン含有量を有す
る、エアロゾル形成基体と、たばこ含有紙ラッパーの前方部分の周りにあり、かつそれと
接触するアルミ箔で形成される熱伝導性要素と、を備えて製造される。
【０２０８】
　本発明に従わない第一の比較用エアロゾル発生物品は、グリセリンを含む均質化したた
ばこ材料の捲縮したシートの集合体、および均質化したたばこ材料の捲縮したシートの集
合体の周りにありかつそれと直接接触するたばこ含有紙ラッパーを含む、エアロゾル形成
基体と、たばこ含有紙ラッパーの前方部分の周りにありかつそれと接触するアルミ箔で形
成される熱伝導性要素と、を備えて製造される。本発明に従わない第一の比較用エアロゾ
ル発生物品のたばこ含有紙ラッパーは、グリセリンを含まない。他の点では、本発明に従
わない第一の比較用エアロゾル発生物品のたばこ含有紙ラッパーは、本発明に従うエアロ
ゾル発生物品のたばこ含有紙ラッパーと同じである。
【０２０９】
　本発明に従わない第二のエアロゾル発生物品はまた、グリセリンを含む均質化したたば
こ材料の捲縮したシートの集合体、および均質化したたばこ材料の捲縮したシートの集合
体の周りにあり、かつそれと直接接触するフィルタープラグラップの紙ラッパーを含む、
エアロゾル形成基体と、フィルタープラグラップの紙ラッパーの前方部分の周りにあり、
かつそれと接触するアルミ箔で形成される熱伝導性要素と、を備えて製造される。
【０２１０】
　本発明に従わない第一の比較用エアロゾル発生物品および第二の比較用エアロゾル発生
物品は、均質化したたばこ材料の捲縮したシートの集合体の周りにあり、かつそれと直接
接触するタイプのラッパーという点においてのみ本発明に従うエアロゾル発生物品と異な
り、第一の比較用エアロゾル発生物品および第二の比較用エアロゾル発生物品の可燃性炭
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素質熱源、熱伝導性要素、移動要素、エアロゾル冷却要素、スペーサー要素、およびマウ
スピース、ならびにすべてのその他の構成要素および寸法は、本発明に従うエアロゾル発
生物品のそれらと同一である。
【０２１１】
　本発明、第一の比較用エアロゾル発生物品、および第二の比較用エアロゾル発生物品に
従うエアロゾル発生物品に関する吸煙毎の（ａ）グリセリン（マイクログラムにおける）
および（ｂ）ニコチン（マイクログラムにおける）の量は、５５ｍｌの吸煙量、２秒の吸
煙持続時間、および３０秒の吸煙間隔を用いた１２回の吸煙を通じるカナダ保健省喫煙制
度に基づく吸煙回数の関数として測定された。吸煙のそれぞれが、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅフ
ィルターパッドで収集され、その後、液体溶剤を用いて抽出した。その結果得られた液体
がガスクロマトグラフィーで分析され、ニコチン送達が決定された。結果を以下に示す。
図２（ａ）吸煙毎のグリセリン送達プロフィール、および図２（ｂ）吸煙毎のニコチン送
達プロフィール。図２（ａ）および図２（ｂ）において、本発明によるエアロゾル発生物
品についての吸煙毎の送達プロフィールは、右側の柱によって示され、第一の比較用エア
ロゾル発生物品についての吸煙毎の送達プロフィールは、中央の柱によって示され、第二
の比較用エアロゾル発生物品についての吸煙毎の送達プロフィールは、左側の柱によって
示される。
【０２１２】
　図２（ａ）および図２（ｂ）に示すように、本発明によるエアロゾル発生物品のエアロ
ゾル形成基体のたばこ材料の周りにあり、かつそれと直接接触するラッパーの総重量の１
０重量％のエアロゾル形成体含有量を有するラッパーを含めることにより、有利には、た
ばこ材料、およびたばこ材料の周りにあり、かつそれと直接接触するラッパーを含み、ラ
ッパーが、ラッパーの総重量の約５重量％～約３０重量％のエアロゾル形成体含有量を有
さない、エアロゾル形成基体を備える、本発明に従わない第一の比較用エアロゾル発生物
品および本発明に従わない第二の比較用エアロゾル発生物品について得られるものよりも
より一貫した吸煙毎のグリセリンおよびニコチン送達プロフィールがもたらされる。図２
（ａ）および図２（ｂ）に示すように、本発明によるエアロゾル発生物品のエアロゾル形
成基体のたばこ材料の周りにあり、かつそれと直接接触するラッパーの総重量の１０重量
％のエアロゾル形成体含有量を有するラッパーを含めることにより、一般的に、第一の比
較用エアロゾル発生物品および第二の比較用エアロゾル発生物品と比較して、初期段階で
の吸煙（吸煙回数１～３）および最終段階の吸煙（吸煙回数９～１２）におけるニコチン
およびグリセリンの量の増加、ならびに中間の吸煙（吸煙回数５～７）におけるニコチン
およびグリセリンの量の減少がもたらされる。
【０２１３】
　上記の特定の実施形態および例は本発明を説明するものであるが、本発明を限定するも
のではない。当然のことながら、本発明の他の実施形態がなされてもよく、また本明細書
で記載した具体的な実施形態および例は網羅的なものでない。
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